
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 263号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 東臼杵郡美郷町北郷区宇

納間字九郎造2435−３

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに美郷町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 264号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 東臼杵郡諸塚村大字家代

字土々呂口5493−２・5498−１・5499・5504−１・5504−３・55

04−４・5505−１・5506−１・5506−２・5507・5507−１・5508

・5510・5511・5519・5520・5524・5525・5525−１・5525−３・

5527−３・5528・5535−１・5536−３・5537−３・5538−１・55

38−３・5539−１・5539−３（以上29筆について次の図に示す部

分に限る。）、5493−１、5493−３、5494、5495、5497−１、54

97−２、5498−２、5509、5527−１、5529、5530、5530−１、55

35−２、5536−１、5536−２、5537−１、5537−２、5538−２、

5539−２

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

字土々呂口5495・5505−１・5509（以上３筆について、次

の図に示す部分に限る。）

イ 次の森林については、主伐は択伐による。

字土々呂口5511（次の図に示す部分に限る。）

ウ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

エ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

オ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 265号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成20年４月７日

平成 20年 ４ 月 ７ 日（月曜日） 第 1970号
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宮 崎 県 公 報平成 20年 ４ 月 ７ 日（月曜日） 第 1970号

害 2害

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 南那珂郡北郷町大字大藤

字内ノ野東乙1541−43から乙1541−45まで

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字内ノ野東乙1541−43・乙1541−44（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に北郷町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 266号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字下福

良字大中尾 163−99（次の図に示す部分に限る。）、 163− 122、

163−123

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字大中尾 163−99 163− 122 163− 123（以上３筆に

ついて、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 267号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 日南市大字吉野方字上椎

八重6010−２（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 268号

森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の２の規定により、次の

とおり保安林の指定施業要件を変更する予定である。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東臼杵郡諸塚村

大字七ツ山字米ノ迫6346−３

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字米ノ迫6346−３（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに諸

塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 269号

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、

次のとおり林業種苗生産事業者の登録をした。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

・ ・

事業所の名称

及び所在地

生産業者の内容生産事業者の氏名

又は名称及び住所

登録

番号 苗 木種穂

有限会社 鈴木組

東臼杵郡椎葉村

大字下福良

1819番地

幼苗の育

成

幼苗以外

の苗木の

育成

有限会社 鈴木組

代表取締役

鈴木克裕

東臼杵郡椎葉村

大字下福良

1819番地

1264

黒田 明

東臼杵郡美郷町

大字南郷区

幼苗の育

成

幼苗以外

採取

精選

黒田 明

東臼杵郡美郷町

南郷区神門

1265



宮 崎 県 公 報 平成 20年 ４ 月 ７ 日（月曜日） 第 1970号

害 3害

宮崎県告示第 270号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年４月７日から平成20年４月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 271号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成20年４月７日から平成20年４月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 272号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成20年４月７日から平成20年４月21日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 273号

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用

する同法第18条第１項の規定により、次のとおり都市計画を変更し

た。

なお、関係図書は、宮崎県県土整備部都市計画課、宮崎県延岡土

木事務所及び延岡市都市建設部都市計画課、延岡市北川総合支所建

設課において公衆の縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 都市計画の種類及び名称

日向延岡新産業都市計画道路 １・３・１号 延岡外環状線

２ 都市計画を変更した土地の区域

茨 追加した部分

延岡市北川町長井、須佐町、差木野町、宇和田町の各一部

芋 削除した部分

延岡市北川町長井、須佐町、差木野町、大峡町、桜ヶ丘３丁

目、祝子町、松山町の各一部

宮崎県告示第 274号

の苗木の

育成

3726番地１

黒木博之

東臼杵郡美郷町

大字南郷区

幼苗の育

成

幼苗以外

の苗木の

育成

採取

精選

黒木 博之

東臼杵郡美郷町

大字南郷区鬼神野

69番地１

1266

福田幸江

宮崎市田野町

乙7466番地２

幼苗の育

成

幼苗以外

の苗木の

育成

採取

精選

福田幸江

宮崎市田野町

乙7466番地２

1267

田中農園

宮崎市高岡町小山

田

2154番地２

幼苗の育

成

幼苗以外

の苗木の

育成

田中良一

宮崎市高岡町小山

田

2154番地２

1268

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

59.216.0 〜

37.0

旧西臼杵郡日

之影町大字

岩井川字後

平1476番１

地先から同

郡同町同大

字同字1483

番５地先ま

で

向山日

之影線

県道205

59.214.0 〜

32.0

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成20年４月７日延岡市北方

町うそ越字

田野平子30

32番１地先

から同市同

町うそ越同

字子3033番

１地先まで

大保下

曽木停

車場線

県道215

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

31.811.6 〜

16.0

旧延岡市北方

町うそ越字

田野平子30

32番１地先

から同市同

町うそ越同

字子3033番

１地先まで

大保下

曽木停

車場線

県道215

31.813.7 〜

20.6

新



宮 崎 県 公 報平成 20年 ４ 月 ７ 日（月曜日） 第 1970号

害 4害

建築基準法（昭和25年法律第 201号）第18条の２第１項の規定に

より指定構造計算適合性判定機関を次のとおり指定する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 指定番号

第４号

２ 指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所

日本ＥＲＩ株式会社

東京都港区赤坂８丁目５番26号

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の名称及び所在地

４ 構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成20年４月25日

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により、

歌糸地区県営土地改良事業（延岡市、ため池等整備事業）に係る土

地改良事業計画を定めた。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

策定に係る土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間

平成20年４月７日から平成20年５月８日まで

３ 縦覧場所

延岡市役所農村整備課及び北浦町総合支所内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により、

山王地区県営土地改良事業（西都市、ため池等整備事業（災害危険）

）に係る土地改良事業計画を定めた。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

策定に係る土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間

平成20年４月７日から平成20年５月８日まで

３ 縦覧場所

西都市役所農林振興課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第８条第１項の規定により、西都市が行う土地改良事

業（東平田地区、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金）の施行

協議を適当と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成20年４月７日から平成20年５月８日まで

３ 縦覧場所

西都市役所農林振興課内

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の３第５項において

準用する同法第48条第９項及び同項において準用する同法第８条第

１項の規定により、延岡市が行う土地改良事業（北方地区、村づく

り交付金）に係る土地改良事業計画の変更の協議を適当と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成20年４月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成20年４月７日から平成20年５月８日まで

３ 縦覧場所

延岡市役所農村整備課内、延岡市北方町総合支所農林課内

宮崎県公安委員会公告第４号

警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５

条に規定する、旧法第11条の２の規定による検定合格者（以下「旧

検定合格者」という。）に対する審査（学科試験及び実技試験を受

検する者に限る。以下「審査」という。）を次のとおり実施する。

平成20年４月７日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

１ 審査の種別及び級並びに資格

茨 空港保安警備業務に係る１級の審査

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規

則第20号。以下「検定規則」という。）附則第３条の規定によ

る廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委

員会規則第５号。以下「旧規則」という。）第１条第１項に規

定する空港保安警備に係る１級の検定に合格した者

芋 空港保安警備業務に係る２級の審査

旧規則第１条第１項に規定する空港保安警備に係る２級の検

定に合格した者

鰯 施設警備業務に係る１級の審査

旧規則第１条第１項に規定する常駐警備に係る１級の検定に

合格した者

允 施設警備業務に係る２級の審査

旧規則第１条第１項に規定する常駐警備に係る２級の検定に

合格した者

印 交通誘導警備業務に係る１級の審査

旧規則第１条第１項に規定する交通誘導警備に係る１級の検

定に合格した者

咽 交通誘導警備業務に係る２級の審査

所 在 地名 称

東京都港区赤坂８丁目10番24
号

日本ＥＲＩ株式会社判定事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁
目１番29号

日本ＥＲＩ株式会社仙台支店判
定部

広島県広島市中区上八丁堀４
番１号

日本ＥＲＩ株式会社広島支店判
定部

福岡県福岡市博多区博多駅前
２丁目２番１号

日本ＥＲＩ株式会社福岡支店判
定部

公公 告告

公安委員会公公安委員会公告告
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旧規則第１条第１項に規定する交通誘導警備に係る２級の検

定に合格した者

員 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る１級の審査

旧規則第１条第１項に規定する核燃料物質等運搬警備に係る

１級の検定に合格した者

因 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る２級の審査

旧規則第１条第１項に規定する核燃料物質等運搬警備に係る

２級の検定に合格した者

姻 貴重品運搬警備に係る１級の審査

旧規則第１条第１項に規定する貴重品運搬警備に係る１級の

検定に合格した者

引 貴重品運搬警備に係る２級の審査

旧規則第１条第１項に規定する貴重品運搬警備に係る２級の

検定に合格した者

２ 審査の対象者

旧検定合格者のうち、次に掲げる者以外の者

茨 検定規則施行日（平成17年11月21日）において、現に、旧検

定に係る業務に継続して１年以上従事していた者

芋 検定規則施行日において、現に、旧検定に係る警備業務につ

いての指定講習の講師として１年以上従事していた者

３ 審査の日時

４ 審査の場所

宮崎郡清武町大字今泉丙2559番地１

宮崎県建設技術センター

５ 審査の実施要領

茨 審査は、学科試験と実技試験により実施し、学科試験に合格

した者にのみ実技試験を実施する。

学科試験は、５枝択一式の筆記試験により行う。

芋 １級の審査の科目及び内容

ア 学科試験

契 科目

○ 警備業務に関する基本的な事項

○ 法令に関すること。

○ 警備業務の実施に関すること。

○ 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措

置に関すること。

形 問題数 10問

イ 実技試験

契 科目

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

形 内容

徒手の護身術の基本動作を２種類実施

鰯 ２級の審査の科目及び内容

ア 学科試験

契 科目

○ 警備業務に関する基本的な事項

○ 法令に関すること。

○ 警備業務の実施に関すること。

○ 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措

置に関すること。

形 問題数 10問

イ 実技試験

契 科目

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

形 内容

徒手の護身術の基本動作を１種類実施

６ 審査申請書の提出方法

茨 提出先

住所地又は警備員である者は属する営業所の所在地を管轄す

る警察署

芋 提出期間及び時間

鰯 提出方法

提出は、審査申請者本人によることを原則とするが、委任状

があれば代理人でも良い。郵送による申請は認めない。

７ 提出書類

茨 審査申請書

芋 旧検定合格証の写し

鰯 写真１葉（申請前６月以内に撮影した縦 3.0センチメートル、

横 2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無

背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

允 次のいずれかの書面（宮崎県公安委員会以外の公安委員会発

行の旧検定合格証の所持者に限る。）

○ 県内居住者であることを疎明する書面

○ 県内の営業所に属することを疎明する書面

８ 審査手数料

４,７００円に相当する宮崎県証紙を審査申請書に貼付して提出す

ること。

審査手数料は、審査辞退その他いかなる場合にも返還しない。

９ 受検票の交付

受検票は審査当日、審査会場において交付する。

10 その他

本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活安

全企画課警備業係（電話0985-31-0110 内線3024、3051）に行う

こと。

日 時区 分

平成20年５月14日我 午前９時30分から審査１

平成20年６月17日峨 午前９時30分から審査２

提出期間及び時間区 分

４月14日俄から４月18日画までの午前９時から午
後５時までの間

審査１

５月20日峨から５月23日画までの午前９時から午
後５時までの間

審査２

宮 崎 県 労 働 委 員 会 規 則 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 規 則 を こ

こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 四 月 七 日
宮 崎 県 労 働 委 員 会 会 長 日 野 直 彦

宮 崎 県 労 働 委 員 会 規 則 第 一 号

労働委員会規労働委員会規則則
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宮 崎 県 労 働 委 員 会 規 則 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則

（ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と

等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正

す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （

以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 規 則 に

お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 配 置

は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 配 置 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て

い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し

な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 覧 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式 ア ラ ビ ア 数 字

の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

数 字 ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五

た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 ア ラ ビ ア 数 字

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い

る 漢 数 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め

に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を

く 。 ） 区 切 る 読 点 は 削 り 、 三 け

ア 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と た ご と に コ ン マ に よ っ て

し て 用 い ら れ て い る も の 区 切 る と と も に 、 小 数 点

イ 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ を 表 す 中 点 は ピ リ オ ド に

て い る も の 改 め る も の と す る 。 ）

ウ 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が

薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の

表 現 が み ら れ な い も の

エ 数 字 の 単 位 と し て 用 い ら れ

て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を

除 く 。 ）

オ 一 の 項 、 二 の 項 及 び 五 の 項

に 定 め る も の

八 項 番 号 の な い 項 ア ラ ビ ア 数 字 に よ る 項 番

号 を 付 し た 項

九 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 次

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

十 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 上 記

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

十 一 上 欄 左 欄

十 二 下 欄 右 欄

十 三 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、

ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 「 ょ 」 、 「 ャ 」 、 「 ュ 」

若 し く は 「 ヨ 」 又 は 促 音 に 用 い 若 し く は 「 ョ 」 又 は 「 っ 」

る 「 つ 」 若 し く は 「 ツ 」 若 し く は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の

規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会

長 が 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 労 働 委 員 会 告 示 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 告 示 を こ

こ に 公 表 す る 。

平 成 二 十 年 四 月 七 日
宮 崎 県 労 働 委 員 会 会 長 日 野 直 彦

宮 崎 県 労 働 委 員 会 告 示 第 一 号

宮 崎 県 労 働 委 員 会 告 示 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 告 示 は 、 こ の 告 示 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 縦 書

き の 形 式 を と っ て い る 告 示 （ 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式

を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。
（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正

す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （

以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 告 示 に

お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 配 置

は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 配 置 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て

い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し

な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 覧 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式 ア ラ ビ ア 数 字

の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

数 字 ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

労働委員会告労働委員会告示示
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た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五

た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 ア ラ ビ ア 数 字

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い

る 漢 数 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め

に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を

く 。 ） 区 切 る 読 点 は 削 り 、 三 け

ア 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と た ご と に コ ン マ に よ っ て

し て 用 い ら れ て い る も の 区 切 る と と も に 、 小 数 点

イ 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ を 表 す 中 点 は ピ リ オ ド に

て い る も の 改 め る も の と す る 。 ）

ウ 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が

薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の

表 現 が み ら れ な い も の

エ 数 字 の 単 位 と し て 用 い ら れ

て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を

除 く 。 ）

オ 一 の 項 、 二 の 項 及 び 五 の 項

に 定 め る も の

八 項 番 号 の な い 項 ア ラ ビ ア 数 字 に よ る 項 番

号 を 付 し た 項

九 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 次

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

十 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 上 記

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

十 一 上 欄 左 欄

十 二 下 欄 右 欄

十 三 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、

ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 「 ょ 」 、 「 ャ 」 、 「 ュ 」

若 し く は 「 ヨ 」 又 は 促 音 に 用 い 若 し く は 「 ョ 」 又 は 「 っ 」

る 「 つ 」 若 し く は 「 ツ 」 若 し く は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の

規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会

長 が 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 告 示 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 労 働 委 員 会 訓 令 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 訓 令 を こ

こ に 公 表 す る 。

平 成 二 十 年 四 月 七 日
宮 崎 県 労 働 委 員 会 会 長 日 野 直 彦

宮 崎 県 労 働 委 員 会 訓 令 第 一 号

宮 崎 県 労 働 委 員 会 訓 令 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令

（ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と

等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正

す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （

以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 訓 令 に

お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 配 置

は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 配 置 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て

い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し

な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 覧 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 、 表 及 び 様 式 ア ラ ビ ア 数 字

の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

数 字 ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五

た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ

て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 ア ラ ビ ア 数 字

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い

る 漢 数 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め

に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を

く 。 ） 区 切 る 読 点 は 削 り 、 三 け

ア 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と た ご と に コ ン マ に よ っ て

し て 用 い ら れ て い る も の 区 切 る と と も に 、 小 数 点

イ 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ を 表 す 中 点 は ピ リ オ ド に

て い る も の 改 め る も の と す る 。 ）

ウ 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が

薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の

表 現 が み ら れ な い も の

エ 数 字 の 単 位 と し て 用 い ら れ

て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を

労働委員会訓労働委員会訓令令
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除 く 。 ）

オ 一 の 項 、 二 の 項 及 び 五 の 項

に 定 め る も の

八 項 番 号 の な い 項 ア ラ ビ ア 数 字 に よ る 項 番

号 を 付 し た 項

九 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 次

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

十 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 上 記

示 す た め に 用 い ら れ て い る も の

に 限 る 。 ）

十 一 上 欄 左 欄

十 二 下 欄 右 欄

十 三 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、

ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 「 ょ 」 、 「 ャ 」 、 「 ュ 」

若 し く は 「 ヨ 」 又 は 促 音 に 用 い 若 し く は 「 ョ 」 又 は 「 っ 」

る 「 つ 」 若 し く は 「 ツ 」 若 し く は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の

規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会

長 が 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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